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令和６年度特定臨床研究監査委員会報告 
 

東京大学医学部附属病院特定臨床研究監査委員会規則第８条１項に基づき開催した令和

６年度特定臨床研究監査委員会において実施した監査について以下のとおり報告する。 
 
１．監査の方法及び内容 
令和５年度臨床研究中核病院業務報告書および当該報告書に基づく東大病院自己点検表

を予め各委員に資料配布し、各委員の質問・意見等収集した上で、東大病院から説明聴取

の方法により監査を実施した。 
 
（１）監査の内容 
 ・東京大学医学部附属病院の特定臨床研究実施体制に関する報告について 
   臨床研究中核病院業務報告書に基づき、承認要件に対する東大病院の件数、員数及

び特定臨床研究実施及び支援体制等について自己点検を行った以下の評価項目につい

て事前に監査委員から収集した質問や意見等に対する説明及び質疑応答を実施した。 
  1) 施設要件 
    2) 人員要件 
  3) 特定臨床研究実施実績要件 
    4) 特定臨床研究論文発表実績要件 
    5) 多施設共同特定臨床研究実施実績要件 
    6) 他施設の特定臨床研究支援実績要件 
    7) 教育研修実施実績要件（特定臨床研究を実施する者に対する研修） 
   8) 教育研修実施実績要件（特定臨床研究を支援する者に対する研修） 
    9) 教育研修実施実績要件（認定臨床研究審査委員会委員等を対象とした研修） 
  10) 特定臨床研究を適正に実施するための体制 

11) 病院管理者の業務執行の状況を監査するための委員会 
12) 特定臨床研究に関する不適正事案 
13) 特定臨床研究を支援する体制 
14) 特定臨床研究のデータの管理を行う体制 
15) 安全管理のための体制 
16) 院内感染対策のための体制の確保に係る措置 
17) 医薬品に係る安全管理のための体制の確保に係る措置 
18) 医療機器に係る安全管理のための体制の確保に係る措置 
19) 診療用放射線に係る安全管理のための体制の確保に係る措置 
20) 認定臨床研究審査委員会における特定臨床研究の審査体制 
21) 特定臨床研究に係る金銭その他の利益の収受及びその管理の方法に関する審査体制 

   22) 特定臨床研究に係る知的財産の適切な管理及び技術の移転の推進のための体制 
23) 広報及び啓発並びに特定臨床研究の対象者等からの相談対応の体制 
24) 評価療養及び患者申出療養を行い、評価療養に係る相談に応じ、並びに患者申出療

養の申出に係る意見を述べるための体制 
25) 臨床研究中核病院に求められる取組 
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（２）監査結果

・東京大学医学部附属病院の特定臨床研究実施体制に関する報告について

本年度における臨床研究中核病院の承認要件を充足したことを確認した。また、特定

臨床研究が適正に実施される体制にあることを確認した。「医療法上の特定臨床研究活

性化対策ＷＧ」の取り組みの進捗報告を病院側から受け、臨床研究活性化のための継続

的な対策が続けられていることを確認した。 

承認要件に係る論文数の減少が懸念される状況であるとの報告を受け、研究支援等

において、人的なリソースが少ない中、他部署、図書館等の協力を得られる環境づくり

を提案した。また、臨床研究を推進するために、人事評価などにおける臨床研究の業績

の評価に関する意見を行った。 

本部、部局等の窓口の相談件数について、窓口が健全に機能しているか否かを検証する

ために、相談状況をより詳細に把握し、定量的な分析を行うことを提案した。 

・前回の指摘事項への対応状況等に関する報告について

不適正事案の発生の予防に資する取り組みの報告、及び利益相反に関する注意事項

等の整理および周知状況の報告を受け、以下の 2 点を提案した。 

・不適正事案についてもう一段深い原因究明と再発防止の体制を整えること。

・様々な相談窓口の相談状況の詳細を報告すること。

・その他

会議当日の議事進行について、次年度以降は、委員の発言機会が増えるよう、よ

り一層工夫することを提案した。 

以上の監査結果を踏まえ「適」と判断する。

令和７年 １月 １０日

  東京大学医学部附属病院 特定臨床研究監査委員会

  監査委員会委員長  齊藤 延人

  監査委員   大内 尉義

  監査委員   清水 至  

  監査委員   渡邉 裕司

  監査委員   小松 康宏

  監査委員   竹内 朗  
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  監査委員   石原 聡一郎  

  監査委員   大須賀 穣


